
ヒアリングフレイル対策事業 5,671千円（相談事業850千円、
補聴器購入費助成の拡充4,821千円）
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拡充

令和５年度 新規拡充事業について

デジタルシニア育成事業 18,044千円

生活支援体制整備事業の拡充 15,889千円

資料４



入浴特化型デイサービスモデル事業
1,000千円

リフトがついている
浴槽もあります▶

高齢者理美容費助成事業の
拡充4,239千円

紙おむつ等助成金額の拡充
20,614千円

高齢者虐待防止事業の拡充 1,100千円



効果

介護予防把握事業の拡充 589千円

短期集中通所型サービス(通所型サービスC)実施内容の拡充
2,055千円

保健事業と介護予防の一体的実施事業の拡充 250千円


